
 

 

令 和 ２ 年 度 

 

第２回江別市国民健康保険運営協議会 

（書面開催） 

 

 

 

≪ 会  議  次  第 ≫ 

 

 

１ 報 告 事 項 

（１）令和３年度国民健康保険事業費納付金確定額について 

（２）オンライン資格確認について 

２ 諮 問 事 項 

令和３年度国民健康保険税の課税限度額の改定について 
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諮問事項 令和３年度江別市国民健康保険税の課税限度額改定について 

 

 

１ 改定の趣旨 

  国は、社会保障制度改革の道筋を示した「持続可能な社会保障制度の確立を図るた

めの改革の推進に関する法律（いわゆるプログラム法）」に、医療保険の保険料（税）

に係る国民の負担に公平性を確保するため、国民健康保険の保険料（税）の賦課限度

額の引上げを検討することが明記されたことを受け、課税限度額を見直し、引き上げ

を行った。 

  当市においても、国の基準を踏まえ、課税限度額を引き上げることによって、中低

所得層の保険税負担を抑制し、被保険者間の税負担の公平性が図られることから、改

定しようとするもの。 

 

 

２ 地方税法施行令の一部改正 

  令和２年３月 31 日に「地方税法施行令等の一部を改正する政令」が公布され、国

民健康保険料（税）の基礎課税分の課税限度額が２万円、介護納付金課税分の課税限

度額が１万円、限度額の合計で３万円引き上げられた。 
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３ 国民健康保険税課税限度額に到達する世帯収入 

 

・単身世帯（給与収入）           ・４人世帯（主、給与収入／妻・子２名、収入なし／夫婦介護該当） 

 

 

 

４ 令和３年度国民健康保険税課税限度額改定による影響見込み 

 

 
 ※令和２年 11月現在の状況を基に試算。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

区分 現行 改定後 区分 現行 改定後

基礎課税分 921万円 947万円 基礎課税分 824万円 851万円

後期高齢者

支援金等課税分
1,305万円 1,305万円

後期高齢者

支援金等課税分
1,211万円 1,211万円

介護納付金

課税分
1,089万円 1,141万円

介護納付金

課税分
1,036万円 1,090万円

区　　分 影響世帯数
影響世帯

割合

基礎課税分 230 1.2%

介護納付金課税分 85 0.5%

合　　計 315 1.7%

調定額（増）
歳入額（増）

※収納率96.7%で試算

4,984千円

4,215千円4,359千円

5,154千円

795千円 769千円
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